
第 2 部 公害の現況 と公害の防止に

関 して講 じた対策

第 1 章 大気汚染

第 1 節 大気汚染 の現況

硫黄酸化物

4 9 年度、 鳥取市 (県 衛生研究所) に お け 壼翔容液導伝率法に よ る二酸化硫黄
濃度 自 動測定結熟ま表 1 の と お り であ る 。 ･

1 時間値の年平均値は 0 0 1 6 p皿で あ り 、 測定開始の昭和 4 7 年度か ら ほぼ

横ばい状態で あ り 、 4 9 年度 も 環境基準 を上回 っ た 日 は 1 日 も な か っ た 〔図 7

参照 ) 。

ま た 、 本県 に お い て は 、 昭和 4 5 年か ら 4 市 ( 鳥取市、 倉 吉市、 米 子市及 ひ

境港市 ) の市街化区域に お い て、 二酸化鉛法に よ る 硫黄酸化物の濃度測定 を実

施 し て い る が 、 そ の結果は 表 2 の と お り で あ る 。

昭和 4 9 年度 の 平均値の最高は、 米子市西部総合事務所の o, 2 6 8 噂 S 0 3

/ 日 / 1 0 0 鱗 P b 0 2 ( 以下 単に彬) 最低 は 、 米子市N H K住 吉中継所の

o o 1 9 硴夕 であ り 過去 4 年間の数値の変動は あ ま り み ら れず、 ばい煙発生施

設が増加 した けま い え 、 硫黄酸化物の 汚染 の進行は認め ら れ な い 。

表 1 昭和 4 9 年度二酸化硫黄濃度 自動測定結果 (測定場所県衛生研究所)

測 定年 月
月 間

損堀旧教

測 定

時 間

日 平均値か 0 0
4 p如以下の 日 数
と そ の割合 み翳謳惨離l 月枷

環墜覧基準適洽割蛤

1嚇;麺日 5勘癩但
%日 時 間 日 % PPm

4 9 4 2 9 6 8 5 2 9 1 0 0 0 0 3 0 0 04 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0

5 30 7 09 30 1 00 0 0 3 0 0 06 0 0 1 7 1 0 0 1 00

6 28 6 69 28 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 9 1 0 0 1 00

1 007 2 9 68 6 2 9 1 00 0 0 3 0 0 1 1 0 0 18 1 0 0

8 3 1 7 3 4 3 1 1 00 0 0 4 - 0 0 1 1 0 0 20 1 00 1 00

9 30 7 1 3 3 0 1 0 0 o o3 l 0 0 1 2 0 0 1 8 1 00 1 00

10 3 1 7 3 3 3 1 1 00 o o 3 l o o 1 2 0 0 1 8 1 00 1 00

1 1 24 5 6 9 24 1 00 o o 3 t o o06 0 0 1 3 1 00 1 00



1 2 3 0 7 1 1 3 0 1 0 0 0 04 0 0 06 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0

50 1 30 7 0 6 3 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 1 4 1 00 1 0 0

2 27 64 3 2 7 1 00 0 04 0 00 7 0 0 1 4 1 00 1 0 0

3 3 1 7 4 1 3 1 1 00 0 0 3 0 0 05 0 0 1 4 10 0 1 0 0

。十 3 5 0 8 2 99 0増毛

表 2 二酸化鉛法に よ る 硫黄酸化物の濃度測定結果

( 単位噂 S 0 3 / 日 / 1 0 0 鱗 P b 0 2 )

測 定 地 点 昭和 4 6年度昭和4 7年度昭和 4 8年度昭和 4 9 年度

鳥取市
鳥 取 警 察 署 0 2 5 3 0 1 4 0 0 1 2 0 0 1 1 0

鳥 取 家 政 高 校 0 2 4 5 0 1 7 0 0 1 4 0 0 1 0 0

鳥 取 市 立 病 院 0 4 0 7 0 2 7 0 0 2 0 0 0 1 4 0

鳥 取 保 健 所 0 4 2 5 0 1 5 0 0 1 6 0 0 0 9 2

山 陰 合 銀 鳥 取 支 店 0 4 4 8 0 1 7 0 0 1 7 0 0 1 2 0

倉吉市
倉 吉 市 役 所 0 0 3 4 0 0 5 3 0 0 5 2 0 0 3 8

日 交 バ ス 新町 営業所 0 2 3 9 0 1 5 3 0 1 8 3

県 立 厚 生 病 院 0 0 7 2 0 0 5 7 0 0 4 8 0 0 4 2

日 ノ 丸バ ス 上丼営業所 0 0 8 3 0 0 6 3 0 0 8 4 0 0 8 6

米子市
夜 見 鉄 工 団 地 0 2 8 5 0 1 2 4 0 1 0 1 0 0 7 9

N H K 住 吉 中 継 所 0 0 6 2 0 0 7 7 0 0 8 0 0 0 1 9

皆 生 温 泉 会 館 0 1 7 9 0 2 1 2 0 1 3 9 0 1 6 1

米 子 保 健 所 0 2 2 2 0 2 1 5 0 1 4 2 0 1 2 3

米 子 商 工 会 議 所 0 5 2 6 0 3 5 0 0 1 5 3 0 2 1 0

西 部 総 合 事 務 所 0 2 5 8 0 4 5 2 0 2 9 5 0 2 6 8

日 吉津村 日 吉 津 村 新 田 部 落 0 1 7 4

境港市
済 生 会 境 港 病 院 0 5 1 0 0 3 7 1 l 0 2 6 3 0 2 0 2

境 港 警 察 署 0 0 6 7 o 0 3 7 l 0 0 3 1 0 0 3 0

米 南 高 境 分 校 0 0 7 1 0 0 6 9 1 0 0 5 5 0 0 2 4

表 3 二酸化鉛法に よ る 硫黄酸化物汚染度の評価

汚 染 度 増S〇 3 /日/ 1 0 0銘到P b〇 2 評 価

汚染度 第 1 度 0 5 以上 1 0 未満 軽 微 な 汚 染

" 第 2 度 1 0 以上 2 0 未満 普 通 度 の 汚 染

" 第 3 度 2 0 以上 3 0 未満 中 等 度 の 汚 染

" 第 4 度 3 0 以上 4 0 未満 や や 高 度 の 汚 染

" 第 5 度 4 0 以上 高 度 の 汚 染

P b 0 2 法に よ る S 0 2 汚染度 の判定基準 (寺部)
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表 4 県内重油消費量の推進 (単位Kの

種 類 平均硫黄分
觴

4 4 年 4 5 年 4 6 年 4 7 年 4 8 年 4 9 年

A 重 油 0 9 5 6 3 2 6 7 8 1 9 3 9 6 9 1 2 1 0 3 2 5 5 1 1 8 3 3 9 1 1 0 3 6 6

B 重 油 2 4 4 7, 6 0 7 4 7 9 0 7 5 3 5 8 8 5 5 7 0 4 5 8 1 4 7 5 0 4 0 7

C 重 油 3 0 8 2 6 1 3 1 0 3 6 0 1 1 0 7 o 6 2 1 1 0 9 2 3 l 1 1 7 7 o 1 0 7 0 9 1

。十 1 8 6 , 5 4 6 2 2 9 ,7 0 1 2 5 8,0 6 2 2 6 9 8 8 2 2 8 8 2 6 1 2 6 7, 8 6 4

県 生活安定対策 室調べ

2 一酸化炭素

4 9 年度 、 鳥取市 ( 日 交旅行 セ ン タ ー 前) に お け る 、 一酸化炭素復度測定結

果 (非分散型 赤外分析 法) は表 5 の と お り て あ る 。

1 時間値の 1 日 平均値は最高 7 7 p靱 て昭和 4 8 年度 7 6 p靱 ) 、 l 時間値の 8

時間 平均値は最高 1 4 1 ppm (昭和 4 8 年度 、 連続す る 8 時間 の 1 時間平均値最

高 1 5 p随) と 、 昨年 と 比べ 、 大幅 な増減は な く 、 環境基準 を か な り 下 回 っ て い

る 。

表 5 一酸化炭素濃度測定結果 (測定場所県衛生研究所)

gE分散型赤外分析法) (単位pの

測 定 年 月 日 1 時間値の 8 時間 平均値 1 時間値の 1 日 平均値

4 9 ′4 / 2 6 ~ 4 /2 7 3 8 2 1

5 / 1 7 ~ 5 / 1 8 6 2 3 4

6 / 1 0 ~ 6 / 1 1 4 8 2 8

7 / 1 9 ~ 7 /2 0 7 5 4 0

8 / 2 3 ~ 8 / 2 4 9 0 4 9

1 0/ 1 ~ t 〔ソ 2 1 4 1 7 6

1 0/ 2 5 ~ 1 〔ソ 2 6 1 3 5 7 7

1 1/ 2 0 ~ 1 ]し 2 1 4 8 2 8

1 2レノ 2 0 ~ 1 2ソ 2 1 6 7 3 1

5 0 1 / 1 7 ~ 1/ 1 8 6 1 3 4

2 / 2 1 ~ 2/ 2 2 2 4 1 6

3/ 2 8 ~ 3 / 2 9 6 8 3 6
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ま た 、 本県 に お い て も 図 1 の と お り 自 動車保有台数が年 々 増加 し 、 自 動車排

出 ガス に よ る 大気の汚染が考 え ら れ る た め 、 昭和 4 7 年 か ら 3 市 (鳥取市、 倉

吉市、 米 子市) 3 地点に お い て 、 一酸化炭素の 自 動測定 を実施 した 。 (表 6 参

照)

こ の 結果、 鳥取県 内 の 代表的な 市街地の中心部に お け る一酸化炭素の 環境濃

度は環境基準 を は か る に 下回 っ て お り 、 急激な 汚染 の進行は認め ら れな い 。

図 1 県 内 自 動車保有 台数の推移

の 1 万台

S 4 4 3 &‘ の る の 全一 う e) ( 7 2 , 1 8 2 了◎

の ご ゐ の ぼ‘ の れ ゐ (8 5, 1 8 2◎

◇ ① の め の め 企ル ゐ の の く1 0 0 1 2 8ぶ◎

の あ の の る 多〃 & も あ き 、あ く 1 1 7 3 5 3ぶ◎

▲↓ e e ･“ ゑ｣ “ 孚 の 外 分 分 爲 の く 1 3 3 , 6 3 1 ぶ◎

の & の 公ノ 今 の 套 の め 伊 公 の 傘 今 (1 4 8 8 9 6ぷ◎

の の め の め の めのめ の の め のめ (1 6 0 3 0 6ぶ◎

今 の の く鳥取県陸運事務所詞べ)

4 5 3

4 6 3

4 7 3

4 8 3

4 9 3

5 0 3
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表 6 一酸化炭素濃度 自動測定結果 (単位p皿)

≧ささ
昭 和 4 7 年 度 昭 和 4 8 年 度 昭 和 4 9 年 度

1 時間値の 8
時間平均値

1 時間値の
1 日 平均値

1 時間値の 8
時評蠣

1 噺日雁の
1 日平均値

1 時間値の 8
時間平均値

1 嚇日脆の
1 日平均値

最 旦秀蒸留 7 7 5 3 8 1 4 5 4 8 2 8

会 打吹駅前 4 7 4 2 3 8 2 1 2 5 1 6

季 翠 明 舘 6 0 3 2 6 1 3 7

(注) 日 交旅行セ ン タ ー 前は 毎月 1 回連続 2 4 時間測定 した プ ー タ の年平均

値。 打吹駅前は、 昭和 4 7 年 1 0 月 1 8 ~ 1 9 日 、 昭和 4 8 年 6 月 5 ~

6 日 、 4 9 年 6 月 5 ~ 6 日 の ブ ー タ 。 明治生 命前 は、 昭和 4 8 年 6 月 4
~ 5 日 の ブ ー タ で あ る 。

3 窒素酸化物

昭和 4 8 年 5 月 か ら 、 サ ル ツ マ ソ試薬 を 用い る 吸光光度法に よ る 自 動測定 を 、

鳥 取市 (県衛生研究月ゆ に お い て開始 し た 。

昭和 4 9 年度 の測定結果は表 7 の と お り であ る 。

結果は 、 環境基準に 定 め る 1 時間値の 1 日 平均 o 0 2 p皿 を上 回 っ た 日 が若干

見 う け ら れる が (図 7 ) 年平均値では、 o o 1 l p皿で あ り 長期的に 見て環境

度はか な り 低 い値 と な っ てい る 。

ま た 、 次に 述べ る オ キ シ ダ ン ト 測定結果か ら も わ か る よ う “こ 、 鳥取市に お け

る 二酸化窒素濃度は 、 光化学オ キ シ ダ ン ト 発生の二次的誘引物質 と して は 、 現

在 の と こ ろ 問題 と な る よ う な 数値ではな い 。

- l o - - 1 1 -

　
=

表 7 窒素酸化物濃度測定結果

測 定 年 月

二 酸 化 窒 素 ( N 0 2 )

有 効
測 定
日 数

測 定

時 間

日 平均値が0 0 2 P皿
以 下 の 日 数
と そ の 害 合

月 平

均 値

1 時間値

の 最高値
値明
最低値

日 時 間 日 % P皿

S 4 9 4 1 0 2 3 7 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0

5 2 9 6 9 3 2 9 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 o o o l

6 2 9 6 9 4 2 9 1 0 0 0 0 1 1 0 0 8 o o o l

7 1 9 4 4 8 1 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1

8 2 8 6 6 5 2 8 1 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0

9 2 8 6 7 1 2 8 1 0 0 0 0 0 9 0 0 4 0 0 0

1 0 3 0 7 1 4 2 9 1 0 0 0 0 1 4 0 0 8 0 0 0

1 1 2 8 6 6 5 2 8 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 0 0

1 2 3 0 7 1 7 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 5 0 0 0

5 0 1 2 7 6 3 7 2 7 1 0 0 0 0 0 9 0 0 4 0 0 0

2 2 4 5 7 8 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0

3 2 6 6 1 9 2 6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 8 0 0 0

▲
▼

有 効測定 日 数 と は 、 1 日 の 有効測定時間が 2 0 時間以上 あ る 日 数であ

(測定場所 : 県衛生研究所)

一 酸 化 窒 素 ( N O ) 窒素酸化物 (N 0 2 十 N O )

有 効
測 定
日 数

測 定

時 間

月 平

均 値

1 時間
値 の
最高値

1 時間
値 の
最低値

有 効
測 定
日 数

測 定

時 間

月 平

均 値

1 時間
値 の
最高値

1 時間
値 の
最低値

日 時 間 P皿 日 時 間 餌皿

1 0 2 3 7 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0 1 0 2 3 7 0 0 1 8 0 0 7 0 0 0

2 9 6 9 3 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 1 2 9 6 9 3 0 0 1 5 0 0 8 0 0 0 3

2 9 6 9 4 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 2 9 6 9 4 0 0 1 3 0 0 6 0 0 0 1

1 9 5 8 9 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 1 9 4 4 8 0 0 1 3 0 0 5 0 0 0 1

2 7 6 3 6 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 7 6 3 6 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0

2 9 6 9 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 8 6 7 1 0 0 1 2 0 0 5 0 0 0

2 7 6 4 2 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 2 7 6 4 2 0 0 2 2 0 1 6 0 0 0

2 8 6 6 5 0 0 0 8 0 0 9 0 0 0 2 8 6 6 5 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0

3 0 7 1 5 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 7 1 5 0 0 2 1 0 1 6 0 0 0

2 7 6 3 7 0 0 0 6 0 0 6 0 0 O 2 7 6 3 7 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0

2 4 5 7 8 0 0 0 6 0 0 8 0 0 0 2 4 5 7 8 0 0 1 6 0 1 0 0 0 O

2 8 6 7 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0 2 6 6 1 9 0 0 1 5 0 1 2 0 0 0

る o



図 7 大気汚染物質自動測定結果 ( 測定場所 ･ 景衛げ研究所 )
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4 オ キ シ ダ ン ト

昭和 4 8 年 6 月 か ら 、 中性 ヨ ウ 化 カ ト ノ ウ ム溶液 を 用 い る 吸光光度法に よ る

自 動測定 を 鳥取市 (県衛生研究所) に お い て開始 し た 。

昭和 4 9 年度 の測定結果は表 8 の と お り であ る 。

結果に よ れば 、 環境基準に定 め る 1 時間値 o 0 6 皿 を上回 っ た 日 が夏季に 1

日 ( 2 時間) あ る が 、 1 時間値の 最高値は o 0 7 p皿であ り 、 大気汚染防止法

第 2 3 条 に定 め ら れ てい る 緊急時の濃度 o 1 5 ppm と 比較 し て も 、 現況では オ キ

シ ダ ノ ト 被害の 発生は な い も の と 思わ れ る (図 7 参照) 。

読売新聞社及び各都道府県が主体 と な っ て 、 昭和 4 9 年度に 実施 した ア サ カ

･ オ “こ よ る 光化学 ス モ ク 観察凋査 (調査地点用瀬中学校、 鳥取東中学校) 結果
か ら も 、 オ キ ン ダ ソ ト に よ る 被害は認め ら れな か っ た 。

表 8 オ キ シ ダ ン ト 濃度測定結果

測 定

時 間

月 平均値
1 時指髄宣が0 第 P皿
を こ えた時間数と
そ の 割 合

1 嚇日脆厘が0 1 5 p地メ
上 と な っ た こ と のあ

る 日数 と その割恰

1 時間
値 の
最高値

日 時 間 P皿 時 間 % 日 % PPm

S 4 9 4 2 9 4 2 0 0 0 2 O O O O 0 0 5

5 3 0 4 4 6 0 0 2 O O O O 0 0 6

6 3 0 4 4 8 0 0 2 2 0 4 O O 0 0 7

7 2 5 3 7 3 0 0 1 O O O O 0 0 4

8 2 8 4 1 2 o o l O O O O 0 0 6

9 3 0 4 4 6 0 0 1 O O O O 0 0 6

1 0 3 1 4 6 1 0 0 1 O O O O 0 0 4

1 1 3 0 4 4 6 0 0 1 O O O O 0 0 4

1 2 2 9 4 3 1 0 0 1 O O O O 0 0 3

5 0 1 3 1 4 5 4 0 0 1 O O O O 0 0 2

2 2 8 4 1 5 o o l O O O O 0 0 3

3 3 1 4 6 0 0 0 1 O O O O 0 0 3
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浮遊粒子状物質

昭和 4 8 年 9 月 か ら ブ ン タ ル粉 じん 。十 (柴 田 A - 6 3 2 型 ) 及び ロ ー ホ ノ ウ

ム エ ア サ ソ プ フ ー に よ る 、 浮遊粒子状物質 (大気中 に浮遊 し て い る 粉 じ ん の う

ち粒 径が 1 0 ミ ク ロ ン以下 の も の ) 自 動測定 を鳥取市 (県衛生研究所) に お い

て 開始 した。

昭和 4 9 年度の測定結果は表 9 の と お り で あ る 。

結 果は環境基準に定め る 1 時間値の 1 日 平均値 o 1 噂 /N げ を上回 っ た 日 は

5 日 間 、 ま た 1 時間値 o 2 彬/N 謠 を 上回 っ た 日 は 、 1 5 日 間 で 、 こ れは 昭和

4 9 年 4 月 ~ 5 0 年 3 月 ま での 有効測定 日 の 5 パ ー セ ノ ト に 相 当す る が 、 年 平

均値を み る と 、 o 0 4 2 栩夕 / N ガ と 、 か な り 低 い値で あ り お お むね環境基準

を満足 して い る と い え よ う 。

表 9 浮遊粒子状物質測定結果 (測定場所 : 県衛生研究所)

測 定年 月
測 定

日 数 駕 鵺 平易値
最 高 値 雌蘂期直か 0 2 0

留雑務釀塒 翳鑿躍難1時脳髄但 I1日ご平均値

日 時 間 批9ゾガ 翔タイぼ 時 間 % 日 %

S 4 9 4 2 5 5 9 5 0 0 3 1 0 1 6 0 0 5 O O O O

5 2 6 6 1 8 0 0 3 1 0 1 1 0 0 6 O O O O

6 2 7 6 3 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 6 114 0 1 O O

7 2 3 5 0 5 0 0 5 2 0 2 0 0 1 3 O O 11 4 3

8 1 9 4 2 3 0 0 6 5 0 1 6 0 1 0 O O O O

9 2 9 6 9 0 0 .0 3 6 0 1 6 0 0 7 O O O O

1 0 2 7 6 4 0 00 6 3 0 4 8 0 1 6 1 9 3 2 7 4

1 1 2 1 4 9 7 0 0 5 2 0 4 7 0 1 3 1 1 2 2 1 4 8

41 2 2 7 6 2 1 0 0 4 2 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1

S 5 0 1 2 3 5 4 4 0 0 3 7 0 1 5 0 0 5 O O O O

2 2 6 6 1 0 0 0 2 9 0 1 4 0 0 6 O O O O

3 2 9 6 9 1 0 0 3 0 0 1 5 0 0 5 O O O O

1 日 、 日 勤 ≦ 0 2 0 日 率 直か 0 1 0
9 m3 こ えた 履 歴 こ えた 日

6 降下ばい じ ん

昭和 4 6 年 9 月 か ら 、 ザ ボ ン ノ ト ゲ ー ン 法に よ る 降下 ばい じん (粉 じ ん の う

ち 粒径が大 き く 自 重に よ り 降下す る も の) 量の 測定 を 、 3 市 (鳥 取市 、 米子市、

境港市 の各地点) で 、 ま た昭和 4 7 年度 か ら は 、 倉 吉市 を 加 え 、 現在 4 市で実

施 し て い る 。 昭和 4 6 年 か ら 昭和 4 9 年度 ま での 測定結果は表 1 0 及び図 2 3

4 5 の と お り で あ る 。

経年変化か ら推定 し て 、 県下 4 市 4 地点に おけ る降下ばい じん量は軽 微な汚

染の 部類に 入 る と 言 え よ う 。
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表 1 0 昭和 4 6 年~昭和 4 9 年度降下ばん じん量測定結果 (

＼＼~~~遠雙定~匙測 定 点

S 46年

9 1 0 1 1 1 2

S 4 7 年
1 2 3

平 均

縣 山陰合同銀行鳥取支店 1 7 4 0 7 0 0 9 3 0 7 6 0 1 3 4 0 6 7 0 1 0 2 3

米篩 米 子 警 察 署 1 2 4 2 1 l 8 8 9 6 4 8 7 2 1 3 4 4 9 l ? 1 0 1 2 1 0 7 7

噺済 生 会 境 港 病 院 1 0 8 9 1 0 4 8 5 7 7 8 3 7 l 2 4 7 9 0 0 8 8 5 9 4 0

@

-･ 定討、逸遊定年月
S “

4月 5月 6 月 7 月 8月 9月 1 0月 1 1月 1 2月

S 4 8

1月 2 月 3 月
平均

鳥取 山陰針同鍛垳鳥取競演 6 7 3 2 1 1 8 1 3 1 7 1 4 0 4 0 8 2 4 8 7 8 1 6 7 1 1 4 7 3

倉吉 倉 吉 市 役 所 2 9 2 0 1 5 1 5 0 8 2 6 1 6 4 3 8 5 4 6 7 9 l 1 9 4 2

米子 米 子 警 察 署 8 2 4 7 7 9 3 1 1 1 6 l 7 2 1 1 0 0 1 4 4 9 9 l l o 8 l 7 7

境港済生 会境港病 院 1 0 3 4 2 5 9 3 4 1 0 7 3 5 6 7 1 5 4 9 1 9 6 8 0 6 0 7 7

＼＼＼＼＼＼狽鼬定年＼月測 定 点

S 48

4月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0月 1 1月 1刎

S 49

1月 2 月 3月
平均

鳥取 山陰針耐齦灯行鳥取支店 0 0 l 2 4 3 2 0 1 5 4 9 4 2 3 7 2 0 5 2 1 6 4 8 1 33 3 1 1 6 0 1 29 4 430 8 l o

倉 吉 倉 吉 市 役 所 2 8 3 15 4 1 5 4 1 5 6 1 5 7 1 8 9 41 8 5 7 0 51 8 4 6 4 63 8 6 6 2 3 6 4

米子 米 子 警 察 所 4 6 2 l 7 5 553 1 08 7 75 3 7 6 6 9 7 4 1 2 1 8 1 79 6 1 4 3 6 8 0 2 1 1 1 2 9 2 8

境港 済生 会境 港病 院 2 9 9 69 3 l 07 0 l 4 0 4 8 4 9 7 0 5 1 22 7 1 0 館 2 1 03 1 1 0 3 7 6 0 1 7 5 7 1 0 81

＼＼麩逸足測 定 点

S 多

4 月 5月 6月 7 月 8月 9 月 10月 1 1月 12月

S 50

1 月 2 月 3 月
平均

鳥取 山陰針同銀行鳥取枝店 9 2 0 69 0 420 520 41 9 4 4 29 82 5 89 7 86 8 は 主 2 1 2 1 2 れ8

倉吉 倉 吉 市 役 所 3 9 9 3 4 5 21 23 5 2 1 5 1 8 1 3 59 0 551 6 2 1 7 0 9 9 6 7 43 1

米子 米 子 警 察 所 5 9 4 26 8 2 1 2 1 9 6 23 9 2 4 18 ? 78 4 5 7 7 2 5 7 1 4 76 4 4 4 8

境港 済生 会 境港病院 5 9 4 30 4 I 2 7 46 6 28 2 3 6 0 7 7 04 4 9 7 7 5 2 7 9 4 6 4 l 6 4 6

onth)
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tイヲ僞 図 2 鳥取市 ( 山陰合同銀行 鳥取支店屋上 )降 下 るまい じ ん

40

　 　　　　　　 　
34 匡乾蒸彰察乾蒸瀦 4 8
3 2 圏離謳輻芻 1 9
3 0

28

2 6

24
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ゐ染度 降 下残度鋸) 評 価
1 1 0 未 術 軽 微 な 汚 染

Z 1 0 以 十乙o 未満 中等度の 汚染

3 20 以 l j ik の め 朱

汚染度
降 下ばい じ ん量

( t /魚影/月 )
評 価

11 1 0 未 街 軽 微 な 汚 染

Z 1 0 以 十乙0 未満 中等度の 汚染

3 20 以 l J ik の め 朱
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1 1 0 未 満 軽 微 な 汚 染

2 1 0以上囚未着 中等度の 汚染

3 20 以 ヒ 祷 度 の 汚 染

汚染度
降下ばい じん量

( t/魚影/月 )
評 価

1 1 0 未 満 軽 微 な 汚 染

2 1 0以上囚未着 中等度の 汚染

3 20 以 ヒ 祷 度 の 汚 染
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第 2 節 大気汚染防止対策
=

｢ l 1 大気汚染 -こ係 る環境基準
公害対策基本法第 9条第 1 項 の 規定に 基づ き 、 人の健康 を保護 し生活環境 を保

全す る う え で維持 さ れ る こ と が望 ま し い基準 と し て 、 昭和 4 4 年 つ 月 、 いお う

酸化物に 係 る環境基準が定め ら れ た 。 そ の後 、 複雑多様化す る 大気汚染公害に

対 し 、 測定機器の 分析方法の開発等に よ り 、 種 々 の汚染物質の 人体に与 え る 影

響が次第に解明 さ れ、 こ の 環境基準 も 逐次対象物質の追加、 基準 の強化が行わ

! れ て 来た 。

現在下表 5 物質に つ いて 、 環境基準が定 め ら れて い る 。

表 1 1 大 気 汚 染 に 係 る 環 境 基 準

物 質 二酸 化い お う 一酸化炭素
浮遊粒子状
物 質

二酸化窒素
光 化 学
オキ シタ ソ ト

環境 上の

条 件

1 時間値の

1 日 平均値

が 0 0 4 ppm以

下 で あ り 、

か つ 、 1 時

間値が 0 1

p皿以下で あ

る こ と o

1 時間値の

1 日 平均値
が l o p仰以下

で あ り 、 か

つ 、 1 時間

値の 8 時間

平均値が 勾
ppm以下で あ

る こ と o

1 時間値の

1 日 平均値
力め 15彬/#

以下で あ り 、

か つ 、 1 時

間値が 0 2 0

勿タ/# 以下

で あ る こ と 。

1 時間値の

1 日 平均値
が 0 0 2 p卯以

下 て あ る こ

と o

1 時間値が
0 0 6皿以下

て あ る こ と

測定方法

溶液導電率

法

非分散型赤

外分析。十 を

用 い る 方法

濾過捕集に

よ る 重量濃
度測定方法

又は 、 こ の

方法に よ っ

て測定 さ れ

た重量濃度

と 直線的 な
関係 を有す

る 量が え ら

れ る 光散乱
法

サミ ノレ ツ マ ソ

試薬 を用い

る 吸光光度

法

中性 ヨ ウ化

カ ノ ウ ム溶

液 を用 い る

吸光光度法

叉は 、 重量

法
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備 考
1 浮遊粒子状物質 と は 、 大気中に浮遊す る 粒子状物質であ っ て 、 そ の粒
径 が 1 0 ミ ク ロ ン 以下 の も の を い う う

2 光化学オ キ シ ダ ン ト と は 、 オ ゾ ン 、 パ ー オ キ シ ア セ チ ル ナ イ ト レ ー ト

そ の他の光化学反応に よ り 生成 さ れ る酸化性物質 (中性 ヨ ウ化 カ ノ ウ ム

溶液か ら ヨ ウ 素 を遊離 す る も の に限 り 二酸化窒素 を除 く ) を い う 。

き▲
#

2 法、 条例 によ る規制

( 1 ) 大 気汚染防止法

大気汚染防止法の し く み と して は 、 施設の種類 を定め (現在、 ばい煙発生

施設 2 7 種 、 粉 じ ん 発生施設 5 種) 各施設を 設置 し よ う と す る 者 、 及び 、 現

に 設置 し てい る 施設 を変更 し よ う と す る 者に 対 し て は 、 届出 の義務 (大気汚

染防止法第 6 条設置届 、 同法第 8 条変更届) を 課 し、 ま た 、 ばい煙排 出者の

遵守すべ き 排出基準 に従い 、 こ の排出基準に適合 しな い場合、 知事は施設に

対 し直話 を下す (同法第 1 3 条 ) か 、 あ る い は 、 。十画変更や改善を命 じ (同

法第 1 4 条 ) 、 こ れ に 従わ な い場合は 罰則が適用 さ れ る 。

現在、 い お う 酸化物 ばい じん 、 窒素酸化物に つい て 、 排出基準が定め ら

れて い る か 、 こ の う ち 、 い お う 酸化物に つい て は排出 口 の 高 さ に 応 じて定め

ら れ た い お う 酸化物の許容限度 と し て 、 県下一率 タ ニ K × 1 0 一3 He 2

( 夕 : 1 時間 当 た り の い お う 酸化物排出量、 H e 有効煙突高 、 K : 排 出 係

数) と 定 め ら れ て い る 。 本県は 、 昭和 4 9 年 4 月 1 日 、 従前の K = 2 2 2 か

ら K = 1 7 5 に強化 さ れた。 一方、 ばい じん に つい て は 、 施設の種類及び規

模ご と に排出基準値が定め ら れて い る 。

ま た 、 昭和 4 8 年 8 月 2 日 付で政令 ･ 総理府令の改正が あ り 、 窒素酸化物

の排出基準が追加 さ れ る こ と に な っ た。 こ れ に よ れば、 新に 設置す る 施設に

つ い ては 、 昭和 4 8 年 8 月 1 0 日 か ら 、 既設の も の は昭和 5 0 年 7 月 1 日 か

ら 一定規模以上の ボ イ フ ー 、 金属加熱炉、 硝酸製造施設に つ いて の排出基準

が適用 さ れ る が (既設の硝酸製造施設に つい て は昭和 5 1 年 7 月 1 日 か ら 適

用) 、 本県 に お い て は現在設置 さ れて い る 前 。己施設の う ち 、 規制対象規模以

上の 施設は な い。

県 では 、 排出基準の遵守 を監視す る た め 、 県内各保健所及び衛生研究所を

- 2 1 一



通 じて 、 施設に 立入検査 を行 い 、 重油 の抜 き 取 り 検査 、 煙道測定等 を実施 し 、

排 出基準 を 上回 っ て い る 場合に は施設設置者 に対 し 、 低い お う 分燃料へ の 切

替 え 、 実煙突高の補正、 施設稼動条件の検討 、 集 じん装置の設置等に つ い て

指導 を行い 、 施設の改善に 当た っ て い る 。

昭和 4 9 年度末現在に お け る ばい煙発生施設は表 1 2 、 ま た粉 じ ん発生施

設 は表 1 3 、 改善指導 の 状況は表 1 4 の と お り で あ る 。

表 1 2 大気汚染防止法に基づ Gまい煙発生施設種類別届出数

篇説、、、、保、健所 鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 雨 。十

ボ イ フ ー
1 4 9

(1 1 0 )
1 5

( 1 3 )

1 5

( 1 2 )

5 9

(4 4)

1 6 7

Q 2 9) (ま る
4 1 7

(3 1 8 )

転 炉 (-) ( -) (~) (一 (一 (~) (-)

溶 解 炉 (-) ( 一 (一) (う 出 (一) と も
加 熱 炉

1

( 1 ) ( 一) ( -)

9

( り

2 5

く り (の
3 5

( 3 )

焼 成 炉
1

( 1 ) ( 一 ( -) (う
5

く め (-) &
直 火 炉 (-) ( -) ( 一) (一

2

( 1) (一 く る
乾 燥 炉 #)

3

( 3) く 一
6

く り

5

く め ( b “)

く る電 気 炉 (一 ( -) ( -) (一
2

く り く り

廃 棄 物焼 却炉 も
6

( 6)

2

( 1 )

5

く め 為 &) “)
5 4 2

( 3 8 6 )。十
1 6 4

(1 2 4 )
2 4

/ ? ?} (主 客) “ あ
2 4 0

て1 5 め 謎)

5 0 3 月 3 1

注 ( ) は事業場の数であ る 。

表 1 3 大気汚染防止に基づ く 粉 じ ん 発生施設種類別届出数

(昭和 5 0 年 3 月 3 1 日 現在)

施設、、、＼保、健所 鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 雨 。十

堆 積 場
1

くり
1

く り
1

く り “ )
7

( 7)

ペノレ ト コ ンベアー
バ ケ ノ ト コ ソヘアー

2

(1 )
1

く O )
一

“ )
2

( 2 )
9

( 5 )

破 砕 機 ･ 摩砕機 (為
3

( 1 )
1

( 1 )
4

( 0 )

4

( 0)
1 6

( 4)

ふ る い
1

( 0 )
1

くO )

1

( 0)
3

( 0)

。十 “)
6

( 2 )
3

(2 ) と る
7

( 2)
3 5

(1 6 )

注 ( ) は事業場の数であ る。
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表 1 4 ばい煙発生施設の改善指導件数

"
▲
■
#

政令番号 施 設 名

昭 和 4 7 年 度 昭 和 4 8 年 度 昭和 4 9 年度

届 出
累 。十数 窪 嬢

届 出
累 。十数 窪 鬚

届 出
累 。十数 讓

･1I- ボ イ フ ー 3 3 0 2 0 3 8 1 9 4 1 7 1 2 1

4 転 炉 1上 14

5-6一9一m
溶 解 炉 1 0 4 1 0 1 2 1 0 1具

加 熱 炉 3 4 3 4 6 3 5 2

焼 成 炉 8 8 5 6 2

直 火 炉 2 2 2

1 1 乾 燥 炉 2 0 5 2 2 6 2 3 1 2

1 2 電 気 炉 2 2 7 2 1

1 3 発棄物焼却炉 3 1 3 4 2 3 4 7 3 4

総 。十 4 3 8 3 2 5 0 2 4 8 5 4 2 1 7 3

県下の全ばい煙発生施設が同時に稼動 した と 想定 した場合地域別の排出硫

黄酸化物量は 図 6 の と お り と な る 。

県 では昭和 4 7 年度 か ら 、 鳥取市 に おいて 、 硫黄酸化物の 自 動測定 (県衛

生研究所) 及び、 一酸化炭素 の 自 動測定 ( 日 交旅行セ ン タ ー 前) を開始 し、

昭和 4 8 年度か ら は 、 オ キ シ ダ ン ト ･ 炭化水素 ･ 窒素酸化物 ･ 浮遊粒子状物

質の 自動測定 を行 っ てい る (現況に つい て第 1 章参照) 。

県下の ばい煙発生施設の約半数 ( 2 4 0 施設) が設置 さ れて い る 西部地区、

特に米子市に おいて 、 昭和 4 9 年度後半か ら 、 硫黄酸化物 自 動測定機に よ り

二酸化硫黄の環境濃度測定 を開始 した が、 今後 、 各種大気汚染物質の測定機

器 を整備 し、 県内広域にわた っ て の大気汚染の実態 を は握 して い く こ と と し

て い る o
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( 2 ) 自 動車排出 カ ス 対策

自 動車排出 カ ス に 対す る 法規制 と し て は 、 昭和 4 9 年 1 月 2 1 日 環境庁告

示 に よ り いわゆ る 日 本版 マ ス キ ー法 と い われ る 、 昭和 5 0 年 を 目 標 と した 許

容限度 が定め ら れた が 、 そ の 主な 内容は次の と お り で あ る 。

表 1 5 5 0 年規制の現行規制に 対す る 低減率 ( 1 0 モ ー ド測定)

自 動車 の種類

自 動車 I 5 0 年 規 制
排出劉 許榔眩 宰鰯腓出
類 僅 ' 量 囚( “ /は肛 ) ( “ /籔⑨

現 行 規 制
低 減 率

B - A
一一-- × 1 0 0
B

平均排出
量 間
( “ /籔⑨

口鰯都麟

( 炙し魔)

平均排出
量 ⑬
( 炙れ短)

乗用車

カ ソ ノ ソ 車
L P ･ G 車
( 2 サ イ ク ル

軽 自 動車以外
の も の )

CO 2 7 0 2 1 0 2 6 0 1 8 4 8 9 %

HC 0 3 9 0 2 5 3 8 0 2 9 4 9 1

Nox 1 6 0 1 2 0 3 0 0 2 1 8 4 5

カ ソ ノ ソ車

(2 サ イ ク ル軽
自 動車)

CO 2 7 0 2 1 0 2 6 0 1 8 3 8 8

HC 0 3 9 0 2 5 2 2 5 1 6 6 9 8

Nox 0 5 0 0 3 0 0 5 0 0 3 0 O

自 動車の種類
講旁
類 の種

5 0 年 規 制 現 行 規 制
低 減 率

馬会則
許都賎

( グ⑥

平均排出
量 内
(夕/ Km)

許容限度

( タ/⑥

平均排出

鴇壗)

小型トフソク等
カ ソ ノ ソ車
L ･ P ･ G 車
( 2 サ イ ク ル

軽 自 動車以外
の も の )

カ ソ ノ ソ車

( 2 サ イ ク ル軽

自 動車)

CO 1 7 0 1 3 0 2 6 0 1 8 4 2 9 %

HC 2 7 0 2 1 0 3 8 0 2 9 4 2 8

Nox 2 3 0 1 8 0 3 0 0 2 1 8 1 7

CO 1 7 0 1 3 0 2 6 0 1 8 3 2 9

HC 1 5 0 1 2 0 2 2 5 1 6 6 2 7

Nox 0 5 0 0 3 0 0 5 0 0 3 0 O

本県に お い て は 、 さ き に ｢大気汚染の現況｣ の ( 2 ) で述べた よ う “こ 、 自

動車排出 ガス に よ る 大気汚染の進行は認め ら れな い が、 今後更に測定体制 を

整備 して い く 方針であ る 。
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( 3 ) 公 害防止条例

大気汚染防止法の一部改正が 、 昭和 4 5 年 1 2 月 に 公布 さ れ、 昭和 4 6 年

6 月 2 4 日 施行 さ れ た のに伴い 、 従 前の 公害防止条例 (昭和 4 4 年 1 2 月

2 0 日 公布 ) を廃 止 し、 新 し く 、 条例 を昭和 4 6 年 1 0 月 1 2 日 公布 し 、 昭

和 4 7 年 4 月 1 日 か ら 、 パ ー ク 炭製造施設及ひ貯蔵施設 ･ 打綿機 ･ 混打綿機

を 粉 じん関係特定施設 と し 、 施設管理基準 (表 1 7 ) を定め て規制す る こ と

と した 。

表 1 6 粉 じん関係特定施設 と 規模

施 設 名

1 ハ ー ク 炭 (の こ 屑 、 木皮等 を 炭化 さ せ微粉炭に した も の ) 製造施設及び貯

蔵施設

2 打綿機及び混打線機

表 1 7 粉 じ ん関係特定施設に 係る 構造並び に 使用 及び管理に 関す る 基準

管 理 基 準

次の各号の いずれかに該当す る こ と 。

1 粉 じ ん が飛散 しに く い構造の建築物内に 設置 さ れて い る こ と 。

2 フ ー ド及び集 じ ん機が設置 さ れて い る こ と 。

3 戸 ･ 窓等が密閉 さ れて い る こ と o

4 前各号 と 同等以上の効果を有す る 措置が講 じ ら れ て い る こ と 。

表 1 8 公害防止条例に基づ く 粉 じん関係特定施設種類別届出数

(昭和 5 0 年 3 月 末現在)

施設＼~＼保、健所 鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 雨 。十

打 綿 機 d も 品 くら (麩 (恥 くら (恥
混 打 綿 機 & くも 議

ノ游斡炭鼾装 @2) く ま ) く も
｢ 。十 G も (ま あ くら 湖) (恥 & ~鍵)

(注) ( ) は事業場の数であ る 。

一 26 一


